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建設業の賃金引上げに向けた取組

令和７年２月１４日に開催された内閣総理大臣及び関係大
臣との建設業４団体との車座での申し合わせ事項であ「技
能労働者の賃金水準を概ね６％引上げ」を基に周知用のポ
スターを作成。

令和７年４月１日に「建設業の賃上げと働き方改革に向け
た取組について」を発出。おおむね６％の上昇を目指し、
建設技能者の賃上げや下請契約での反映等の取組を県協会
会員企業に対し、協力を依頼した。
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25.0%

44.7%

30.3%

全建「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関す

る自主行動計画」（令和6年4月策定）の取組状況

取り組んでいる

知っているが現時点で取り組んでいない

知らない
（42.9％）

（35.7％）

労務費等の適切な価格転嫁のための自主行動計画
（R7.6.10理事会決議）

Ⅰ.会員企業が取り組む行動

１.元請会員企業が注文者として取り組む行動
（１）本社（経営トップ）の関与
（２）下請との定期的な協議の実施
（３）公表資料に基づく提示価格の尊重
（４）サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと
（５）誠実な協議の実施と不利益な取扱いの禁止
（６）価格転嫁の算定方法の提案
（７）不当に低い下請代金の禁止
２.下請会員企業が注文者として取り組む行動

１.の行動計画は、下請会員企業が、その先の下請に注文者と
して取り組む行動に準用する
３.元請会員企業が受注者として取り組む行動
（１）相談窓口の活用
（２）根拠とする資料
（３）値上げ要請のタイミング
（４）発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額

を提示
（５）スライド条項の活用
（６）おそれ情報による価格転嫁の取組
（７）労務費等の上昇により原価が請負代金を上回った場合の対応
４.下請会員企業が受注者として取り組む行動

３.の行動計画は、下請会員企業が元請等に対して受注者とし
て取り組む行動に準用する。この場合において、「発注者」と
あるのは、「注文者」と読み替えるものとする。
５.会員企業が注文者・受注者の双方の立場で取り組む
行動

（１）定期的なコミュニケーション

（２）交渉記録の作成、注文者と受注者の双方での保管

Ⅱ. 全建・各都道府県協会が取り組む行動

全建は、「価格転嫁相談室」において、本自主行動計
画に関し、会員企業及びその取引先企業からの連絡・相
談を受け付け、各都道府県協会と連携して必要な対応を
とる。

各都道府県協会は、会員企業の「パートナーシップ構
築宣言」について、策定状況を把握する等、その推進を
図る。また、国、地方公共団体といった公共発注者等と
労務費等の上昇等について定期的に意見交換を行い、会
員企業における円滑な価格転嫁を後押しするとともに、
会員企業からの価格転嫁に関する相談（スライド条項
の活用等）にも対応するよう努める。

資料：全建令和7年度働き方改革アンケート調査結果より

（21.4％）

※（）内は前年度実績

3



建設業の価格転嫁に向けた取組

全国建設業協会統一様式 おそれ情報通知書（土木工事及び建築工事）を作成し、価格転嫁を推進
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＜発注側＞直近１年間で取引金額が最も大きい委託先との取引について、単価の決定・改定にあたり、委託先の労務費等の増加分をどの程
度反映できましたか。貴社の御認識をお答えください。【労務費の変動※最低賃金引上げ、人手不足の対処等による費用上昇】

＜受注側＞直近１年間で取引金額が最も大きい委託元との取引について、単価の決定・改定にあたり、変動コストの反映状況をお答えくださ
い。【労務費の変動※最低賃金引上げ、人手不足の対処等による費用上昇】

労務費等の適切な転嫁の実施状況フォローアップ調査

※各都道府県建設業協会会員企業から回答

8割以上が（概ね）反映している

（概ね）反映されたが半数を超えている
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CCUS普及に向けた取組について

Ⅰ.地域ぐるみCCUS普及促進プロジェクト
全建は、令和３年度よりCCUSの一層の普及促進を図るため、

「地域ぐるみCCUS普及促進プロジェクト」を実施しており、
本プロジェクト参画の46協会で地域ぐるみでのCCUS普及促進
活動の推進に取り組んでいただいているほか、
関係機関（国土交通省、厚生労働省、建設業振興基金）等との
意見交換や要望を伝える場、及び取組内容の深化を図り、
その水平展開を諮る目的として「地域CCUS推進委員会」を開催。

（21.4％）

Ⅲ.建設キャリアアップシステムの活用推進を要望
全建では、10月15日開催の厚生労働省

労働政策審議会「建設労働専門委員会」において、
建設雇用改善計画（R８～R12）第11次の策定に
向けた建設業の現状と課題に係るヒアリングを受け、
今後に向けての課題・要望として、
CCUSの活用推進を要望。

「スマホアプリ（建キャリ）の画面表示による資格者証の携行義務免除」
⇒法令上の携行義務が課されている技能講習終了証等への拡大の早急な実現

全建アンケート調査による各都道府県協会の
会員企業のＣＣＵＳ事業者登録状況は
７割の企業が「登録済」と回答

要望

Ⅱ.労働安全を中心とした研修会でＣＣＵＳに関する制度等の説明を実施
全建は、現場技術者を対象に改正法令等の周知徹底及びリスクアセスメント

の実施による災害防止や安全意識の向上、衛生管理体制の充実を図ることを
目的に「労働安全を中心とした研修会」を全国19箇所で開催。
当研修会の1項目としてCCUSの制度・目的や普及状況、導入メリット、今後の
発展・計画等を説明。受講者数は900名以上（令和７年度）。

一方で活用状況は約８割が「未活用」と回答

ＣＣＵＳの普及・活用拡大には
大きな利用インセンティブが必要
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建設Gメン通報制度の取組（岡山県建設業協会）

Ⅰ.制度の目的

・高齢化の進行、若年入職者の減少により人手不足が深刻化しており、担い手の確保が課題となっている。
・入職者を増やすには処遇改善に取り組む必要があり、特に重要なのが、賃金の引上げと、元請下請間のすべての段
階で賃金の行き渡りを担保することが必要である。
・それを阻害する要因であるダンピング受注を防止するため、建設Ｇメンを活用する「Ｇメン通報制度」を設けた。

Ⅱ.通報の対象
ダンピング受注に伴う負担を受注者が負うのは経営判断による。しかし、その負担を下請業者に押し付ける場合には、賃
金の引き下げ、行き渡りの阻害につながるため、次のような入札があった場合を「Ｇメン通報制度」の対象としている
①民間建築工事において、叩き合いの結果、非常に安い価格を入れて落札した場合
②公共建築工事で官積算と実際価格との乖離幅が大きく、業者が潜り合いをして落札した場合。
③発注者が工事の設計積算する際に、業者から徴収した見積額を歩切りして入札予定価格を算出する隠れ歩切り
が疑われる場合

発注者

受注者

建設業協会支部

会員企業

建設Ｇメン（地方整備局）

会員企業からのダンピング情報の提供

・会員が入札に関係する必要はなし

・明確な根拠は不要

・匿名性を確保

（例）

・同業者、協力会社の愚痴

・業界内の噂話

建設業協会本部

調査のポイント

① ダンピング受注は各企業の経営判断による。

② 取り締まるべきはダンピング受注による負担の下請け業者への押し付け。

賃金の引き下げ、行き渡りの阻害につながる。

Ｇメン通報

実地調査

（査察）

Ⅲ.スキーム Ⅳ.結果
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〇通報件数：年間数件（非公表）

・副次的な効果として、「駆け込み
ホットライン」への通報が増えたと聞
いている。
・「泣き寝入りしない」という意識が
広がりつつあると感じている。
・将来の不利益を恐れ諦めていた取引上
の不当行為を訴える声が、水面下から
噴き出ようとしていると考える。


